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山形市サービス付き高齢者向け住宅の登録等に関する事務取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号。以下

「法」という。）及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施

行規則（平成２３年厚生労働省、国土交通省令第２号。以下「共同省令」という。）に定め

るもののほか、山形市におけるサービス付き高齢者向け住宅の登録等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 （事前協議） 

第２条 法第５条第１項に規定する登録を受けようとする者は、当該登録の内容をあらかじめ

次の関係課等の担当者と協議するものとする。 

⑴ 山形市まちづくり政策部住宅政策課 

 ⑵ 山形市福祉推進部指導監査課 

 ⑶ 山形市まちづくり政策部建築指導課又は指定確認検査機関 

⑷ 山形市まちづくり政策部まちづくり政策課 

 ⑸ 山形市消防本部予防課 

⑹ 山形県村山総合支庁建設部建築課 

 （登録申請の添付書類） 

第３条 共同省令第７条第２号に規定する書類は、「登録申請書の添付書類等の参考とする様

式について」（平成２３年１０月７日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長国土交通省住宅

局安心居住推進課長事務連絡（令和元年１１月１日一部改正））２に規定する別紙２①又は

別紙２②とする。 

２ 共同省令第７条第６号に規定する必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、

第１号及び第２号に規定する書類については当該内容を共同省令第７条第１号に規定する書

類に記載する場合、第５号に規定する書類については登録更新の申請の場合は、その添付を

省略することができる。 

 ⑴ 各住戸に係る専用部分の面積の算出根拠がわかる書類 

 ⑵ 各住戸に係る専用部分の面積が２５平方メートルに満たない場合にあっては、共同して

利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分の算出根拠がわかる書類 

⑶ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項（第８７条第１項の規定により

準用する場合を含む。）に規定する確認申請が必要な場合にあっては、同法第６条又は第
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６条の２に規定する確認済証の写し 

⑷ 登録申請チェックリスト（別記様式第１号） 

 ⑸ 第２条の規定による事前相談の確認ができるチェックリスト（別記様式第２号） 

 ⑹ 専用部分の床面積及び想定居住人数のチェックリスト（別記様式第３号） 

 ⑺ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２９条第１項の規定による有料老人ホーム

（以下この条において「有料老人ホーム」という。）に該当するか否かの確認ができるチ

ェックリスト（別記様式第４号） 

⑻ 有料老人ホームに該当する場合は、老人福祉法施行規則（昭和３８年厚生省令第２８号）

第２０条の５第１４号に規定する入居契約に関する重要な事項を説明することを目的とし

て作成した文書 

 ⑼ 前各号に掲げるもののほか必要と認める書類 

 （登録の更新） 

第４条 法第５条第２項の規定による登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満

了する日の９０日前から３０日までに登録更新申請書に共同省令で定める書類を添えて、提

出するものとする。 

（定期報告） 

第５条 法第９条第１項に規定する登録事業者及び法第２４条第１項に規定する管理等受託者

は、同項の規定により毎年度７月１日時点の業務の状況について、定期報告書（別記様式第

５号）により、当該年度の７月末日までに報告するものとする。 

２ 前項の場合において、登録事項と同項の定期報告書の内容に相違がある場合は、現状報告

書（別記様式第６号）により、併せてその旨を報告するものとする。 

 （委任） 

第６条 この要領に定めるもののほか、サービス付き高齢者向け住宅の登録等に関し、必要な

事項は、別に定める。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和２年２月６日から施行する。 

（準備行為） 

２ この要領の施行に必要な行為その他の行為は、この要領の施行の日前においても行うこと

ができる。 
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附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和２年１２月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
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別記 

様式第１号（第３条関係） 

１　提出書類

(1) 登録申請書（法第６条第１項） チェック欄 山形市チェ ック欄

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

(2) 添付書類（法第６条第２項）

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

(3) その他必要と認める書類

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

備　考

⑧　有料老人ホームに該当する場合は、老人福祉法施行規則第２０条の５第１４号に規定する
  入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書

②　各住戸に係る専用部分の面積が２５平方メートルに満たない場合にあっては、共同して利用

  する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分の算出根拠がわかる書類（⑵①の書類に

  当該事項を記載する場合は不要）

④　別添２（未成年の個人である場合のみ）

⑥　別添４

⑥　有料老人ホームに該当するか否かの確認ができるチェックリスト（様式第４号）

⑤　法第７条第１項第８号に掲げる基準に適合することを証する書類

　　（家賃等の前払金保全措置基準に適合することを証する書類）

登録申請チェックリスト

②　サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類

　　（加齢構造対応等のチェックリスト　新築：別紙２①、改修：別紙２②）

③　入居契約に係る約款（例：賃貸借契約書、入居契約書、利用権契約書）

①　別記様式第１号

②　別紙

①　縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した

 各階平面図

⑤　別添３

➆　建築基準法第６条第１項（第８７条第１項の規定により準用する場合を含む。）に規定す

  る確認申請が必要な場合にあっては、同法第６条又は６条の２に規定する確認済証の写し

①　各住戸に係る専用部分の面積の算出根拠がわかる書類（⑵①の書類に当該事項を記載する場

  合は不要）

③　別添１（法人の場合のみ）

⑤　専用部分の床面積及び想定居住人数のチェックリスト（様式第３号）

③　登録申請チェックリスト（この様式。様式第１号）

④　サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事
  業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類

④　事前相談チェックリスト（様式第２号）（登録更新の申請の場合は、省略可能）

住宅の名称

登録申請者(法人名)
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登録申請書（別添２）

添付書類 チェック欄 山形市チェ ック欄

役員の氏名、役名等が記載されている。

「山形県サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録基準」を満たしている。ただし、登録の更新の

申請に係る場合で、平成２５年３月３１日以前に既にサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けてい

るもの（更新があったものを含む。）は、適用されない。
　→ ３「山形県サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録基準チェックリスト」により確認

　　　１　各居住部分の床面積の算定の基準

　　　２　規模の基準
　　　３　構造及び設備の基準

　　　４　その他の設備の基準

共同利用設備等が明記されている。

　→ 「１　提出書類」(2)、①の添付書類と対応しているか確認

③　入居契約に係る約款（例：賃貸借契約書、入居契約書、利用権契約書）
　・　申請書と契約の内容等が整合している

法定代理人の氏名等が記載されている。

専用部分の規模、構造及び設備等が明記されている。

　→ 「１　提出書類」(2)、①の添付書類と対応しているか確認

①　縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した

  各階平面図

　・　縮尺、方位、間取り、室用途、設備概要、住戸番号及び面積が明示（登録申請書と整合して
　　いること）されている。

　・　加齢対応構造物等チェックリストの項目を図面上に明示（手すり、段差等の高さ、階段の蹴

　　上等）されている。
　・　面積算定の根拠となる寸法が明示されている。

②　サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類

　　（加齢構造対応等のチェックリスト　新築：別紙２①、改修：別紙２②）

　・　①の平面図と整合している。
　・　基準に全て適合している。 → すべて適合していない場合は登録できない。

　・　加齢対応構造等チェックリストの作成者（氏名）に誤りはないか。

　　　　→ 建築士免許の種類・登録番号、建築士事務所の名称・登録番号・住所・電話番号の確認

10．基本方針に照らして適切なものである旨 → 明記されている。

管理の方式が選択されている。

委託する業務の内容（契約事項）が明記されている。（委託する場合のみ）

管理業務の委託先の名称、住所が明記されている。（委託する場合のみ）

事業所の場所が選択されている。
（該当する場合のみ）

７

住

宅

の

管

理

の

 

　

　

　

方

法

等
修繕計画策定の有無がチェックされている。

　→ 無しの場合、作成すること（基本方針であらかじめ作成することとなっている。）

８

・

９

高

齢

者

居

宅

生

活

支

援

　

事

業

を

行

う

施

設

及

び

連

携

等

施設の名称、提供されるサービスの概要、事業所の番号が明記されている。
（該当する場合のみ）

連携又は協力相手先の事業所の名称、住所、連携又は協力の内容が明記されている。

（該当する場合のみ）

登録申請書（別添１）

登録申請書（別添３）
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様式第２号（第３条関係） 

住宅政策課 □済　□未済
指導監査課 □済　□未済

建築指導課
(又は指定確認検査機関)
「　　　　　　　　　　」

□済　□未済

まちづくり政策課 □済　□未済
消防本部予防課 □済　□未済
山形県村山総合支庁建築課 □済　□未済

※　計画内容に応じ、関係課等と打合せを行うこと。

関係各課等との事前相談確認チェックリスト

関係課等の名称 事前相談の状況
相談日

（未済の場合予定日）
対応者名 指導事項 対応状況

 

様式第３号（第３条関係） 

住戸番号
（該当するものをすべて記載）

　　　　　居住部分の床面積
　　　　　　　　　　　　　　　　（㎡）

　　　　想定居住人数
　　　　　　　　　　　　　（人）

専用部分の床面積及び想定居住人数チェックリスト
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様式第４号（第３条関係） 

有料老人ホーム該当チェックリスト 
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様式第５号（第５条関係） 

(宛先)山形市長 報告日

住　所

商号又は名称

代表者氏名

電話番号

FAX番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

年度)

山形市

戸　／ 戸

戸　／ 戸

自立 (旧)要支援１ (旧)要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 不明

0

法第6条

第1項

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

法第6条

第2項

 ※ （直近）登録時に提出しました登録申請書の別紙、別添１～４の内容を参照し、回答してください。

 登録事業者

山形市サービス付き高齢者向け住宅定期報告書(

　高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条第１項の規定に基づき、次のとおり報告します。

登 録 番 号 登 録 年 月 日

住 宅 の 名 称

住 宅 の 所 在 地

電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

メールアドレス(住宅) 入 居 開 始 年 月 日

　基準日(7/1)の入居戸数　／　登録戸数

  (入居当時の)元住居が空き家となった入居者(戸)数  ／  基準日(7/1)の入居戸数

基準日(7/1)の入居者数 要介護５

合計（人）

記 入 者 の 職 ・ 氏 名 記入者連絡先(電話)

　登録内容等の報告　※ 以下の内容について、７月１日現在の状況を記入してください。（黄色セル部分）  

項目 内　　　　　容 相違の有無

根拠

規定
1　登録内容と現況との相違の有無
　【登録内容（直近の登録事項）と現在の状況に相違があるか確認してください。相違が「あり」の項目について

は、相違の内容を「サービス付き高齢者向け住宅現状報告書（様式第６号）」に具体的に記載してください。】

あり

なし

該当なし

 登録申請書

（別紙）※
①　サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地

②　サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者（法人の場合は役員を含む。）

③　サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所

④　サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備

⑤　サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期

⑥　サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭

⑦　サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

⑧　サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設

⑨　高齢者居宅生活支援事業を行う者との連携及び協力

⑩　登録の申請が基本方針に照らして適切なものである旨

登録申請書
（別添１、２）※

⑪　役員名簿

登録申請書

（別添３）※
⑫　専用部分の規模並びに構造及び設備等

⑬　共同利用設備等

登録申請書

（別添４）※
⑭　状況把握及び生活相談サービスの内容　

⑮　食事の提供サービスの内容（該当する場合のみ）

⑯　入浴、排せつ、食事等の介護サービスの内容（該当する場合のみ）

⑰　調理、洗濯、清掃等の家事サービスの内容（該当する場合のみ）

⑱　健康管理サービスの内容（該当する場合のみ）

⑲　その他のサービスの内容（該当する場合のみ）

別添書類 　（法第６条第２項の規定により定める書類）

　（山形県独自チェックリスト）専用部分の床面積及び想定居住人数チェックリスト及び山形県チェックリスト

－２（令和元年度以降に山形市に登録された住宅は、専用部分の床面積及び想定居住人数チェックリスト（別記

様式第３号）及び有料老人ホーム該当チェックリスト（別記様式第４号））

 

 



11 
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様式第６号（第５条関係） 

登 録 番 号

住 宅 の 名 称

開 設 事 業 者

代 表 者 氏 名

記 入 者 氏 名

山形市サービス付き高齢者向け住宅現状報告書

登録内容 現状の状況 相違又は不適合の理由

 

 


